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新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
元
気
に
新
年

を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。今

年
は
戦
後
75
年
と
い
う
節
目

の
年
で
す
。
戦
後
日
本
は
平
和
と

民
主
主
義
を
守
り
、
経
済
的
に
も

発
展
し
て
き
ま
し
た
。
安
倍
首
相

は
今
年
、
憲
法
第
9
条
を
は
じ

め
、
憲
法
改
悪
を
強
行
し
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
国
会
で
憲
法
改
正

の
発
議
を
行
い
、
国
民
投
票
に
か

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
私

た
ち
は
、
憲
法
が
示
す
平
和
主

義
、
主
権
在
民
、
基
本
的
人
権
の

尊
重
と
い
う
憲
法
の
理
念
を
守
り

抜
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
年
は
、
憲
法
と
平
和
と
民
主

主
義
を
守
る
一
年
に
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

昨
年
は
、
台
風
19
号
な
ど
の
自

然
災
害
で
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
心

よ
り
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

復
旧
、
復
興
が
進
み
一
日
も
早
く

以
前
の
日
常
生
活
に
戻
れ
ま
す
よ

う
祈
念
致
し
ま
す
。

台
風
大
雨
な
ど
の
自
然
災
害
が

発
生
す
る
原
因
は
、
地
球
温
暖
化

に
よ
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
国
連
で
は
地
球
温
暖
化
を
阻

止
す
る
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。
私
た
ち
も
地
球
温
暖
化
を

阻
止
す
る
た
め
に
立
ち
上
が
ろ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

さ
て
、
日
本
は
人
口
減
少
、
少

子
高
齢
化
社
会
に
突
入
し
て
い
ま

す
。
2
0
1
8
年
の
出
生
者
は
90

万
人
を
割
り
込
み
ま
し
た
。
こ
れ

か
ら
も
、
人
口
減
少
は
続
き
ま

す
。
一
方
、
高
齢
化
は
2
0
4
0

年
頃
を
ピ
ー
ク
に
進
み
、
65
才
以

上
の
高
齢
者
が
約
3
9
0
0
万
人

に
な
り
、
人
口
の
約
4
割
を
占
め

ま
す
。
高
齢
化
に
よ
り
社
会
保
障

給
付
費
は
年
々
増
え
続
け
、
2
0

4
0
年
頃
に
は
1
9
0
兆
円
に
上

る
と
試
算
さ
れ
て
い
ま
す
。

支
え
る
側
が
減
少
し
、
支
え
ら

れ
る
側
が
増
え
て
い
く
中
で
社
会

保
障
改
革
は
喫
緊
の
課
題
で
す
。

私
た
ち
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
年
金
、
医
療
・
介
護
が
、
必

要
に
応
じ
て
保
障
さ
れ
る
制
度
改

革
を
進
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度

確
立
の
た
め
に
今
年
も
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

今
年
は
被
爆
75
周
年
に
あ
た
り

ま
す
。
今
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
状

況
は
悪
化
し
て
い
ま
す
。
中
距
離

核
戦
力
（
Ｉ
Ｎ
Ｆ
）
全
廃
条
約
は

昨
年
失
効
し
ま
し
た
。
米
露
は
戦

術
核
兵
器
の
開
発
を
進
め
て
い
ま

す
。
再
び
核
戦
争
の
危
機
が
高
ま

っ
て
い
ま
す
。

今
年
4
月
に
は
、
国
連
で
Ｎ
Ｐ

Ｔ
再
検
討
会
議
が
開
催
さ
れ
ま

す
。
連
合
、
原
水
禁
、
Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｋ

Ｉ
Ｎ
は
「
核
兵
器
廃
絶
1
0
0
0

万
署
名
」
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
私
た
ち
自
治
退
も
50
万
筆
の

署
名
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
目
標

達
成
の
た
め
に
、
会
員
の
皆
様
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

今
年
は
、
自
治
退
の
会
員
を
30

万
人
に
拡
大
す
る
こ
と
、
男
女
平

等
女
性
参
画
の
一
層
の
推
進
、
自

治
労
共
済
、
安
心
総
合
共
済
の
加

入
促
進
な
ど
課
題
解
決
の
た
め
の

一
年
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

会
員
の
皆
様
の
ご
活
躍
、
ご
健

勝
を
祈
念
し
て
新
年
の
挨
拶
と
し

ま
す
。

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
私
た
ち
の
活
動
を
、

厳
し
く
も
温
か
く
ご
指
導
い
た
だ

い
て
い
る
諸
先
輩
方
に
、
心
か
ら

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
大
規
模
な
自
然
災
害
が

昨
年
も
各
地
を
見
舞
い
ま
し
た
。

亡
く
な
ら
れ
た
方
を
は
じ
め
、
被

災
さ
れ
た
す
べ
て
の
皆
さ
ま
に
対

し
、
お
見
舞
い
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
復
旧
・
復
興
作
業
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
に
ご
奮
闘
い
た
だ

い
て
い
る
皆
さ
ま
に
、
重
ね
て
敬

意
を
表
し
ま
す
。
今
年
は
災
害
の

な
い
1
年
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
そ

う
強
く
願
い
な
が
ら
も
、
人
間
は

自
然
に
は
勝
て
な
い
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
い
か
に
被
害
を
最
小
限

に
食
い
止
め
、
さ
ら
に
そ
の
災
害

か
ら
早
期
に
立
て
直
す
た
め
に
、

私
た
ち
は
何
が
で
き
る
の
か
、
何

を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
を
、
地
域
住
民
と
と
も
に
真

剣
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
7
月
の
参
議
院
選
挙
で

は
、
32
の
一
人
区
で
の
候
補
者
一

本
化
を
図
る
な
ど
の
野
党
共
闘
が

進
め
ら
れ
た
結
果
、
与
党
は
い
わ

ゆ
る
「
改
憲
勢
力
3
分
の
2
」
を

切
り
ま
し
た
。
ま
た
、
組
織
内
候

補
「
岸
ま
き
こ
」
も
立
憲
民
主
党

比
例
第
1
位
で
当
選
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
退
職
者
会
の
皆
さ

ま
の
ご
支
援
に
、
心
か
ら
感
謝
い

た
し
ま
す
。

今
回
の
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
は
、

投
票
率
が
50
％
を
切
り
、
と
く
に

18
〜
19
歳
の
投
票
率
は
平
均
を
大

き
く
下
回
る
な
ど
、
国
民
生
活
を

置
き
去
り
に
す
る
政
治
に
対
す
る

関
心
と
期
待
感
の
薄
れ
、
そ
れ
が

次
代
を
担
う
若
年
層
に
お
い
て
顕

著
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
表
面
化

し
ま
し
た
。
ま
た
、
年
金
問
題
を

は
じ
め
と
し
た
社
会
保
障
制
度
の

あ
り
方
は
、
喫
緊
か
つ
国
民
が
最

も
関
心
の
あ
る
事
項
で
す
が
、
説

明
責
任
か
ら
逃
避
し
、
改
革
を
先

送
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ま
ま
で

は
、
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
続
け
る

立
憲
主
義
と
危
機
的
と
も
言
え
る

社
会
保
障
の
問
題
は
、
よ
り
一
層

深
刻
化
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
ま

す
。先

の
臨
時
国
会
は
、
大
臣
の
辞

任
や
文
科
大
臣
の
発
言
に
端
を
発

し
た
英
語
民
間
試
験
導
入
見
送
り

に
加
え
、
首
相
主
催
の
「
桜
を
見

る
会
」
を
典
型
と
し
た
税
金
の
私

物
化
問
題
に
よ
り
、
大
き
く
空
転

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
衆
院
憲
法

審
査
会
が
再
ス
タ
ー
ト
す
る
中

で
、
国
民
投
票
法
改
正
案
の
成
立

と
自
民
党
が
ま
と
め
た
憲
法
9
条

へ
の
自
衛
隊
明
記
を
含
む
4
項
目

の
改
憲
案
の
提
示
を
急
ぐ
な
ど
、

安
倍
首
相
は
憲
法
改
正
を
強
引
に

推
し
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
政
治
に
関
わ
る
諸
問

題
を
真
剣
に
受
け
止
め
な
が
ら
、

憲
法
改
正
に
反
対
す
る
団
体
・
市

民
と
連
携
し
、
引
き
続
き
、
最
大

限
の
警
戒
感
を
持
っ
て
「
安
倍
改

憲
」
阻
止
の
取
り
組
み
を
、
中
央

・
地
方
で
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

退
職
者
会
の
皆
さ
ま
に
は
、
な

お
一
層
の
ご
指
導
と
ご
支
援
を
、

心
よ
り
お
願
い
申
し
上
げ
る
と
と

も
に
、
皆
さ
ま
の
こ
の
1
年
の
ご

健
勝
を
祈
念
し
、
新
年
の
ご
あ
い

さ
つ
と
さ
せ
て
い
だ
た
き
ま
す
。

憲
法
改
悪
を
阻
止
し

安
心
安
全
の
生
活
を
取
り
戻
そ
う

全
日
本
自
治
体
退
職
者
会
会
長

人
見

一
夫

憲
法
と
平
和
と
民
主
主
義
を
守
り
、

社
会
保
障
制
度
の
拡
充
を
す
す
め
よ
う

全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合
中
央
執
行
委
員
長

川
本

淳

ひと み かず お

人見一夫 自治退
会 長

か わ も と あつし
自治労
委員長川本 淳

平和と民主主義 社会保障の充実のために

全
日
本
自
治
体
退
職
者
会
（
自
治
退
）

会

長

人
見

一
夫
（
東
京
都
福
祉
保

健
局
退
職
者
会
）

副
会
長

藤
田

生
兵
（
新

潟

県

退
職
者
の
会
）

副
会
長

池
田

篤
（（
一
社
）長
崎
県

友

会
）

事
務
局
長

川
端

邦
彦
（
東
京
都
福
祉
保

健
局
退
職
者
会
）

会

計

黒
崎

和
夫
（
東
京
自
治
体

合
同
退
職
者
会
）

事
務
局

次

長

渋
田

憲
二
（
自
治
労
六
番
町

退
職
者
会
）

理

事

斉
藤

譲
（
札
幌
市
役
所
職

員
組
合
連
合
会

退
職
者
協
議
会
）

理

事

小
川

正
逸
（
秋
田
県
職
員

退
職
者
会
）

理

事

樋
口

浩
基
（
自
治
労
山
形
県

本
部
退
職
者
会
）

理

事

山
田

博
由
（
栃
木
県
職
員

退
職
者
会
）

理

事

岡
田

嘉
久
（
東
京
都
福
祉
保

健
局
退
職
者
会
）

理

事

相
馬

正
勝
（
自

治

労

横
浜
市
従
業
員

労
働
組
合
退
職
者
会

）

理

事

田
野
口
絋
二
（
長
野
市
職
労

退
職
者
協
議
会
）

理

事

平
松

一
美
（（
一
財
）三
重
県

友

の

会
）

理

事

鎌
田

豊
（
滋
賀
県
本
部

退
職
者
会
）

理

事

上
田

一
男
（
大
阪
交
通

退
職
者
協
議
会
）

理

事

大
槻

信
夫
（
自
治
労
宝
塚
市

職
員
退
職
者
会
）

理

事

越
智

茂
雄
（
広
島
県
職
員

退
職
者
会
）

理

事

岡
林

俊
司
（
高
知
県
職
員

退
職
者
会
）

理

事

佐
藤

晴
男
（
大
分
県
職
員

退
職
者
会
）

理

事

二
牟
礼
正
博
（
鹿
児
島
県
職
員

退
職
者
会
）

理

事

水
田

優
（
自

治

退

熊
本
県
本
部

退
職
者
会
）

理

事

野
田
那
智
子
（
自
治
労
六
番
町

退
職
者
会
）

会
計
監
査

米
田
圭
太
郎
（
名
古
屋
市

交

通

局

退
職
者
協
議
会
）

会
計
監
査

徳
永

秀
昭
（
大
阪
市
職
員

退
職
者
会
）

自治労中央機関紙
発 行 所

全日本自治団体労働組合
東京都千代田区六番町1
TEL 03－3263－0273
FAX 03－5210－7422
定価一部30円1年間900円

（組合員の購読料は組合費の中に含む）

（ひとみ かずお）1946年10月
生まれ。1969年都庁入職。1992
年民生局支部長。2001年自治労
都本部委員長。2003年自治労委
員長。2005年自治労共済理事
長。2008年公益財団法人日中技
能者交流センター理事長。2016
年自治退会長。2017年日本退職
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（かわもと あつし）1962年9
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自
治
体
退
職
者
会
第
2
回
中
間
年
県
本
部
代
表
者
会
議
開
催

自
治
退
は
、
11
月
15
日
に
東
京
・
グ
リ
ー
ン
パ
レ
ス
で
第
2
回
中
間
年
県
本
部
代
表
者
会
議
を
開
催
し
た
。

こ
の
会
議
に
は
、
役
員
・
地
連
代
表
者
・
県
代
表
者
・
傍
聴
等
の
75
人
が
参
加
し
た
。
開
催
に
先
だ
っ
て
こ
の
1
年
間
、
自
治
退
の
会
員
・

家
族
で
亡
く
な
っ
た
方
や
自
然
災
害
の
犠
牲
に
な
っ
た
方
に
全
員
で
黙
祷
を
さ
さ
げ
た
。
続
い
て
渋
田
事
務
局
次
長
の
司
会
で
、
議
長
に
伊
澤

昌
弘
さ
ん
（
東
北
地
連
）
を
選
出
し
進
行
し
た
。
人
見
会
長
の
挨
拶
の
あ
と
、
来
賓
の
自
治
労
中
央
本
部
川
本
淳
委
員
長
、
退
職
者
連
合
北
村

典
子
副
会
長
、
自
治
労
協
力
国
会
議
員
団
江
崎
孝
参
議
院
議
員
、
岸
ま
き
こ
参
議
院
議
員
、
全
労
済
自
治
労
共
済
本
部
杣
谷
尚
彦
副
本
部
長
、

東
京
海
上
日
動
火
災
保
険
㈱
広
域
法
人
団
体
・
協
同
組
織
室
柄
澤
弘
範
担
当
課
長
か
ら
連
帯
の
挨
拶
を
受
け
た
。

議
事
で
は
、
全
労
済
自
治
労
共
済
三
浦
専
務
か
ら
の
マ
イ
カ
ー
共
済
関
連
報
告
を
含
む
経
過
報
告
、
会
計
報
告
を
承
認
し
た
。
そ
の
の
ち
第

1
号
議
案「
自
治
退
の
当
面
の
活
動
方
針
2
0
2
0
年
度（
案
）」提
案
と
そ
れ
に
関
連
す
る「
伊
達
判
決
を
生
か
す
会
」「
エ
フ
ァ
ジ
ャ
パ
ン
」か
ら

の
訴
え
を
う
け
、
組
織
と
運
動
の
強
化
を
図
る
観
点
か
ら
の
活
発
な
討
論
後
、
拍
手
で
可
決
さ
れ
た
。
続
い
て
第
2
号
議
案
「
2
0
2
0
年
度

各
会
計
予
算（
案
）」、第
3
号
議
案「
第
47
回
定
期
総
会
の
開
催（
案
）」が
提
案
さ
れ
拍
手
で
可
決
し
た
後
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
採
択
し
閉
会
し
た
。

自
治
退
組
織
は
、
今
県
本
部
代
表
者
会
議
時
点
で
、
5
3
3
単
会
、
2
4
9
、
5
2
1
人
と
な
っ
た
。
組
織
拡
大
・
運
動
の
強
化
を
図
り
、

安
倍
政
権
の
強
権
と
憲
法
改
悪
に
反
対
し
、
政
治
改
革
の
実
現
、
社
会
保
障
制
度
拡
充
に
向
け
取
組
む
方
針
が
確
立
さ
れ
た
。

平
和
・
人
権
尊
重
・
健
全
な
国
民
経
済
で

社
会
保
障
の
充
実
を
め
ざ
す
方
針
を
確
認

第
一
号
議
案

当
面
の

活
動
方
針（
2
0
2
0
）

【
主
な
項
目
】

（
1
）
社
会
保
障

①
生
活
で
き
る
所
得
を
保
障
す

る
、
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た

年
金
制
度
を
求
め
る
。
株
価
の
官

製
相
場
作
り
に
年
金
資
金
の
運
用

は
許
さ
な
い
。

②
医
療
・
介
護
の
連
携
し
た
提

供
体
制
を
作
る
た
め
、
地
域
包
括

ケ
ア
ネ
ッ
ワ
ー
ク
の
整
備
を
求
め

る
。③

必
要
な
と
き
、
十
分
な
医
療

を
受
け
ら
れ
る
公
的
国
民
皆
保
険

制
度
を
維
持
発
展
さ
せ
る
こ
と
を

求
め
る
。

④
人
間
の
尊
厳
を
守
り
、
介
護

の
社
会
化
を
実
現
す
る
介
護
保
険

制
度
の
実
現
発
展
を
求
め
る
。

⑤
社
会
保
障
給
付
を
賄
う
に
足

り
る
税
制
を
確
立
し
、
基
幹
三
税

の
適
切
な
分
担
と
所
得
の
再
配
分

機
能
を
果
た
す
公
正
な
税
制
を
求

め
る
。

（
2
）
平
和
と
人
権
・
環
境

①
平
和
・
主
権
在
民
・
基
本
的

人
権
を
定
め
た
憲
法
理
念
を
守

り
、
憲
法
9
条
、
第
24
条
、
25
条

遵
守
を
求
め
る
と
と
も
に
、
憲
法

改
悪
に
反
対
し
、
戦
争
法
・
共
謀

罪
法
・
特
定
秘
密
保
護
法
・
司
法

取
引
廃
止
を
求
め
る
。

②
沖
縄
を
は
じ
め
全
国
の
米
軍

基
地
・
自
衛
隊
基
地
に
よ
る
市
民

生
活
・
環
境
の
破
壊
を
許
さ
ず
、

軍
事
基
地
の
撤
去
・
縮
小
を
求
め

る
。

③
核
兵
器
禁
止
条
約
の
批
准
を

求
め
、
一
千
万
人
署
名
に
取
り
組

む
。④

原
子
力
発
電
に
依
存
し
な
い

社
会
を
め
ざ
す
。

（
3
）
組
織
の
拡
充

①
自
治
労
と
の
協
力
の
下
、「
30

万
人
自
治
退
建
設
」
を
努
力
目
標

に
設
定
し
、
組
織
拡
大
・
強
化
に

努
め
る
。

②
自
治
退
の
組
織
と
活
動
に
お

け
る
男
女
共
同
参
画
を
進
め
る
た

め
、
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
っ
て

取
り
組
む
。

（
4
）
福
利
厚
生
・
保
険
事
業

①
自
治
労
共
済
の
マ
イ
カ
ー
共

済
、
ス
マ
イ
ル
共
済
の
加
入
拡
大

を
進
め
る
。

②
安
心
総
合
共
済
の
加
入
拡
大

を
図
り
、
早
期
の
1
万
人
回
復
を

目
指
す
。

〈
意
見
と
質
問
〉

○
署
名
は
現
役
と
違
っ
て
退
職

者
の
場
合
、
会
員
へ
の
用
紙
送
付

と
返
送
に
大
き
な
コ
ス
ト
が
か
か

る
。
取
り
組
み
に
は
、
組
織
特
性

に
応
じ
た
配
慮
が
必
要
。

○
地
域
学
習
会
は
貴
重
な
地
連

規
模
の
交
流
会
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
毎
年
開
催
し
て
ほ
し
い
。

○
全
世
代
型
社
会
保
障
議
論

を
、
新
た
な
財
源
を
用
意
せ
ず
既

存
財
源
の
配
分
変
更
を
す
る
こ
と

に
と
ど
め
て
は
な
ら
な
い
。
消
費

税
・
所
得
税
・
法
人
税
そ
れ
ぞ
れ

を
引
き
上
げ
て
、
給
付
の
総
量
を

拡
大
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
ら
せ

る
べ
き
。

○
年
金
の
み
で
暮
ら
す
多
数
の

受
給
者
を
考
え
れ
ば
、
マ
ク
ロ
経

済
ス
ラ
イ
ド
は
や
む
を
得
な
い
と

し
て
も
名
目
下
限
は
維
持
す
る
要

求
を
続
け
る
べ
き
。

○
安
心
総
合
共
済
の
加
入
率
が

低
い
単
会
に
つ
い
て
は
出
向
い

て
、
ま
ず
、
3
役
な
ど
の
役
員
の

加
入
を
呼
び
か
け
る
訪
問
説
明
を

計
画
し
て
い
る
。

○
臨
時
役
員
会
で
安
心
総
合
共

済
の
加
入
3
％
未
満
県
本
部
の
脱

却
を
目
指
し
、
取
組
む
こ
と
を
決

定
し
た
。

〈
本
部
回
答
〉

○
署
名
と
カ
ン
パ
に
つ
い
て

は
、
同
じ
問
題
意
識
。
可
能
な
範

囲
で
取
り
組
み
た
い
と
考
え
て
い

る
。○

地
域
学
習
会
は
財
政
が
ど
こ

ま
で
可
能
か
を
見
定
め
て
来
年
度

の
検
討
の
柱
の
一
つ
に
し
た
い
。

○
退
職
者
連
合
は
、
ま
さ
に
そ

う
し
た
視
点
か
ら
要
求
を
出
し
て

い
る
。
中
央
・
地
域
で
力
を
合
わ

せ
よ
う
。

○
社
会
保
障
は
、
財
源
確
保
が

中
心
課
題
。
退
職
者
連
合
は
、
社

会
保
険
料
及
び
基
幹
三
税
を
引
き

上
げ
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
。
ま

た
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
つ

い
て
は
ま
ず
経
済
と
雇
用
の
改

善
、
賃
上
げ
に
全
力
を
挙
げ
て
、

名
目
下
限
を
割
り
込
ま
な
い
状
況

を
作
る
こ
と
を
求
め
る
。

○
安
心
総
合
共
済
の
加
入
拡
大

に
つ
い
て
は
、
各
県
本
部
、
単
会

の
ご
努
力
に
敬
意
を
表
す
。
厳
し

い
状
況
で
あ
る
が
、
本
部
・
県
本

部
・
単
会
一
体
と
な
っ
て
、
取
り

組
ん
で
い
く
。

平
和
・
民
主
主
義
・
社
会
保
障
の
充
実
に
向
け

退
職
者
会
の
３０
万
人
組
織
拡
大
を
め
ざ
そ
う

新
規
加
盟
単
会

18
年
11
月
以
降
に
7
単
会
2
2
3
人
が
新
た
に
自
治
退
に
加
入
し

た
。

①

北
海
道
本
部

自
治
労
日
高
地
方
本
部
退
職
者
会

②

福
島
県
本
部

東
白
川
職
員
退
職
者
会

③

茨
城
県
本
部

牛
久
市
職
員
組
合
退
職
者
会

④

埼
玉
県
本
部

秩
父
市
退
職
者
会

⑤

東
京
都
本
部

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
豊
島
退
職
者
会

⑥

神
奈
川
県
本
部

神
奈
川
県
央
ブ
ロ
ッ
ク
退
職
者
会

⑦

徳
島
県
本
部

東
み
よ
し
町
退
職
者
会

新
任
役
員

理
事

相
馬
正
勝（
関
東
甲
・
神
奈
川
）

大
槻
信
夫（
近
畿
・
兵
庫
）

佐
藤
晴
男（
九
州
・
大
分
）

水
田

優（
九
州
・
熊
本
）

退
任
役
員

退
任
さ
れ
た
役
員
に
、
人
見

会
長
か
ら
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ

た
。

鈴
木
政
雄

（
理
事
・
関
東
甲
・
神
奈
川
）

小
島
修
二（
理
事
・
近
畿
・
兵
庫
）

定
宗
義
孝（
理
事
・
九
州
・
福
岡
）

波
平

剛（
理
事
・
九
州
・
沖
縄
）

蜂
谷
紀
代
実（監

査
・
近
畿
・
大
阪
）

安
心
総
合
共
済
契
約

1
0
、
0
0
0
件
以
上
復
活
に
向
け
て

契
約
件
数
、
1
0
、
0
0
0
件

割
れ自

治
退
は
、
安
心
総
合
共
済

を
会
員
の
生
活
を
守
る
大
切
な

共
済
と
位
置
づ
け
て
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。
こ
の
間
減
少
傾

向
が
続
い
た
た
め
、
反
転
回
復

を
訴
え
て
き
ま
し
た
が
、
残
念

な
が
ら
2
0
2
0
年
度
の
保
険

料
を
決
め
る
作
年
の
基
準
日
の

契
約
件
数
が
1
0
、
0
0
0
件

を
下
回
る
結
果
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
結
果
、
保
険
料
団
体

割
引
率
は
20
年
度
募
集
分
で
は

30
％
か
ら
25
％
に
引
き
下
げ
ら

れ
、
自
治
退
が
な
に
も
対
策
を

し
な
け
れ
ば
補
償
内
容
が
変
わ

ら
ず
に
、
掛
金
だ
け
が
引
き
上

げ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
に
な
り

ま
し
た
。

安
心
総
合
共
済
の
加
入
拡
大

が
緊
急
課
題
で
あ
る
こ
の
局
面

で
掛
金
引
き
上
げ
に
な
れ
ば
、

逆
に
安
心
総
合
共
済
離
れ
が
加

速
す
る
心
配
が
あ
り
ま
す
。
自

治
退
は
福
利
厚
生
委
員
会
・
役

員
会
で
協
議
し
て
、
当
面
の
措

置
と
し
て
制
度
運
営
費
の
圧
縮

等
に
よ
り
、
2
0
2
0
年
度
か

ら
の
掛
金
の
引
き
上
げ
を
回
避

す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
し
か

し
こ
れ
は
、
長
期
的
に
行
え
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

今
後
自
治
退
各
組
織
が
総
力
を

挙
げ
て
速
や
か
に
1
0
、
0
0

0
件
以
上
を
回
復
す
る
た
め
尽

力
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
ま

し
た
。

加
入
者
福
利
と
自
治
退
組
織

の
財
政
確
立
の
た
め
に
、
各
組

織
の
役
員
さ
ん
で
未
加
入
の
方

は
率
先
加
入
し
て
く
だ
さ
る
よ

う
呼
び
か
け
ま
す
。

※
制
度
運
営
費
は
、
自
治
退

共
済
会
の
運
営
費
用
（
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
の
印
刷
費
、
単
会
助
成

金
等
）
に
充
当
す
る
た
め
保
険

料
と
一
緒
に
お
預
か
り
し
て
い

る
も
の
で
す
。

契
約
1
0
、
0
0
0
件
以
上
復

活
に
向
け
て
全
力

加
入
者
拡
大
を
実
現
す
る
た

め
に
、
次
の
活
動
を
全
力
で
進

め
ま
す
。

⑴
〈
加
入
ゼ
ロ
単
会
を
な
く
す

た
め
、
ま
ず
単
会
三
役
の
加
入

を
め
ざ
す
〉

安
心
総
合
共
済

加
入
ゼ
ロ
の
単
会
を
な
く
す
緊

急
対
策
と
し
て
、
ま
ず
各
単
会

の
三
役
は
全
員
加
入
し
て
く
だ

さ
る
よ
う
呼
び
か
け
ま
す
。
あ

わ
せ
て
各
級
役
員
の
高
率
加
入

を
め
ざ
し
ま
す
。

⑵
〈
会
員
数
の
10
％
以
上
〉

各
単
会
は
「
共
済
事
業
が
自
治

退
の
組
織
強
化
活
動
の
ひ
と
つ

の
柱
で
あ
る
」
こ
と
を
役
員
会

な
ど
で
共
通
理
解
に
し
、
当
面

会
員
数
の
5
％
以
上
、
そ
れ
を

達
成
し
た
組
織
で
は
10
％
以
上

加
入
の
単
会
ご
と
の
目
標
を
設

定
し
て
そ
の
実
現
の
た
め
の
取

り
組
み
を
呼
び
か
け
ま
す
。

⑶
〈
チ
ラ
シ
・
機
関
紙
な
ど
の

活
用
〉

種
々
の
機
会
を
と
ら

え
て
「
安
心
総
合
共
済
」
の
チ

ラ
シ
を
多
く
の
会
員
に
届
け
る

こ
と
を
基
本
と
し
ま
す
。
あ
わ

せ
て
県
本
部
・
単
会
の
新
聞
や

ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
会
員
に
「
安

心
総
合
共
済
」
を
知
っ
て
も
ら

う
よ
う
努
め
ま
す
。

⑷
〈
加
入
推
進
活
動
〉

拡
大

推
進
の
た
め
に
「
安
心
総
合
共

済
」
の
内
容
、
拡
大
の
意
義
の

徹
底
や
活
動
の
交
流
を
図
り
ま

す
。
ま
た
、
退
職
者
会
の
各
種

会
議
、
集
ま
り
、
旅
行
、
イ
ベ

ン
ト
な
ど
の
機
会
を
捉
え
て
チ

ラ
シ
な
ど
の
説
明
資
材
を
活
用

し
て
制
度
周
知
を
図
り
ま
す
。

特
に
、
①
加
入
者
と
同
居
し

て
い
る
親
族
の
起
こ
し
た
自
転

車
事
故
、
認
知
症
の
方
が
起
こ

し
た
事
故
で
損
害
賠
償
判
決
が

出
た
場
合
な
ど
の
充
実
し
た
補

償
や
、
②
加
入
者
が
無
料
で
利

用
で
き
る
救
急
専
門
医
や
看
護

師
資
格
を
有
す
る
ス
タ
ッ
フ
に

よ
る
電
話
医
療
相
談
（
メ
デ
ィ

カ
ル
ア
シ
ス
ト
）
な
ど
も
紹
介

し
ま
す
。

⑸
〈
遺
族
会
員
制
度
〉

安
心

総
合
共
済
は
退
職
者
会
員
で
あ

る
こ
と
が
加
入
要
件
で
す
。
各

単
会
は
規
約
を
整
備
し
て
遺
族

会
員
制
度
を
設
け
て
お
き
、
会

員
が
万
一
の
時
も
配
偶
者
で
あ

る
遺
族
が
希
望
す
る
場
合
は
引

き
続
き
安
心
総
合
共
済
に
加
入

で
き
る
こ
と
を
案
内
し
ま
す
。

第 条

本会は会員が死亡したのち、希望する遺族を会員とすることができる。
遺族会員の権利は会員と同等とし、会費については、※ とす
る。

※会員同額、会員半額、会費免除など、それぞれの単会の判断で設定
する

[遺族会員に関するモデル規約（例）]

・・・・2020年1月5日 ［旬刊（1の日発行）・1954年4月17日第三種郵便物認可］号外（２）



〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-2-2 九段宝生ビル３Ｆ
Tel: 03-3263-0337/ E-mail: info@efa-japan.org 

認定 NPO法人エファジャパン

暮
ら
し
を
支
え
る
社
会
保
障

社
会
全
体
で
充
実
さ
せ
よ
う

2
0
2
0
年
は

政
府
は
、
2
0
2
0
年
の
前
半

に
開
か
れ
る
第
2
0
1
回
通
常
国

会
に
年
金
保
険
と
介
護
保
険
の
制

度
改
定
法
案
を
提
出
し
、
医
療
保

険
に
つ
い
て
は
20
年
度
中
に
結
論

を
出
し
て
21
年
の
国
会
に
法
案
を

提
出
す
る
と
表
明
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
医
療
保
険
も
20
年
に
診
療

報
酬
改
定
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す

し
、
経
営
者
団
体
な
ど
は
20
年
中

に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
自
己
負

担
増
に
つ
い
て
大
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
展
開
し
て
世
論
形
成
を
す
る
構

え
で
す
。

今
年
は
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を

支
え
る
三
制
度
と
そ
の
財
源
に
つ

い
て
、
改
善
を
実
現
し
抑
制
を
押

し
戻
す
攻
防
の
年
に
な
り
ま
す
。

今
後
の
政
府
の
動
向
を
注
視
し
、

事
実
に
基
づ
き
、
冷
静
な
議
論
を

行
い
、
熱
い
運
動
で
要
求
の
実
現

を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

社
会
保
障
＝

社
会
化
さ
れ
た
扶
養

社
会
保
障
は
、
か
つ
て
家
族
に

委
ね
ら
れ
て
い
た
扶
養
を
社
会
全

体
で
助
け
合
う
仕
組
み
に
変
え
た

制
度
で
す
。
労
働
者
は
自
分
が
子

ど
も
時
代
に
扶
養
・
養
育
さ
れ
た

こ
と
、
老
い
れ
ば
再
び
扶
養
・
介

護
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す

か
ら
稼
い
で
い
る
時
に
能
力
に
応

じ
て
社
会
保
障
に
必
要
な
負
担
を

す
る
こ
と
を
納
得
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
企
業
は
多
く
の
場
合

利
益
を
減
ら
す
社
会
保
険
料
と
法

人
税
負
担
を
嫌
い
、
手
を
変
え
品

を
変
え
負
担
軽
減
を
主
張
し
ま

す
。
も
し
そ
の
主
張
が
通
っ
て
企

業
負
担
を
減
ら
し
社
会
的
な
扶
養

の
財
源
が
縮
小
す
れ
ば
、
企
業
負

担
を
家
計
に
転
嫁
す
る
か
、
年
金

・
医
療
・
介
護
等
の
給
付
を
諦
め

さ
せ
る
こ
と
で
当
事
者
に
転
嫁
す

る
か
の
い
ず
れ
か
に
な
り
ま
す
。

日
本
が
世
界
で
も
未
経
験
の
高

齢
社
会
を
迎
え
、
経
済
の
先
行
き

が
見
通
せ
な
い
中
で
、
高
齢
者
の

利
益
だ
け
を
主
張
し
て
い
れ
ば
よ

い
と
は
考
え
ま
せ
ん
が
、
各
制
度

の
原
点
を
崩
す
よ
う
な
制
度
改
悪

を
許
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

年
金
保
険

公
的
年
金
保
険
は
超
長
期
に
わ

た
る
負
担
と
給
付
の
制
度
で
、
そ

の
財
政
と
給
付
は
、
基
盤
で
あ
る

経
済
・
雇
用
・
賃
金
の
動
向
に
連

動
し
ま
す
の
で
こ
れ
ら
の
基
盤
改

善
政
策
が
最
も
重
要
で
す
。
2
0

1
9
年
8
月
発
に
発
表
さ
れ
た
5

年
に
一
度
の
年
金
財
政
検
証
結
果

で
も
こ
の
こ
と
が
数
値
で
明
ら
か

に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
え
で
検

証
で
は
、
年
金
制
度
の
枠
内
で
年

金
財
政
安
定
化
・
給
付
改
善
策
に

つ
な
が
る
い
く
つ
か
の
具
体
的
方

策
を
「
オ
プ
シ
ョ
ン
試
算
」
し
そ

の
結
果
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
ら
を
も
と
に
社
保
審
年
金
部
会

な
ど
で
議
論
し
た
結
果
に
基
づ
い

て
、
20
年
春
の
国
会
に
法
案
提
出

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

退
職
者
連
合
は
、
第
一
に
経
済

・
雇
用
・
賃
金
改
善
の
運
動
と
政

策
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え

で
財
政
検
証
試
算
で
示
さ
れ
た
受

給
総
額
改
善
に
つ
な
が
る
方
策

「
短
時
間
労
働
者
等
へ
の
年
金
保

険
適
用
拡
大
」「
基
礎
年
金
の
給

付
算
定
時
の
納
付
年
数
を
現
在
の

40
年（
20
〜
60
歳
）か
ら
45
年（
〜

65
歳
）
に
延
長
し
基
礎
年
金
額
に

反
映
す
る
」「
在
職
老
齢
年
金
の

見
直
し
」
と
、
個
人
の
選
択
肢
拡

大
方
策
「
厚
生
年
金
加
入
年
齢
上

限
を
現
在
の
70
歳
か
ら
75
歳
に
延

長
」「
受
給
開
始
可
能
期
間
の
年

齢
上
限
を
現
行
の
70
歳
か
ら
75
ま

で
拡
大
」
の
双
方
の
実
現
を
要
求

し
て
い
ま
す
。

世
界
各
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
が
生
ん
だ
様
々
な
年
金
制
度
が

あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
我
が
国
の

公
的
年
金
保
険
制
度
は
次
の
枠
組

み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

①

長
生
き
し
た
と
き
貧
困
に
陥

る
こ
と
を
防
ぐ
公
的
防
貧
保
険
。

個
人
向
け
積
立
貯
蓄
と
は
ち
が

う
。

②

現
役
世
代
が
納
入
し
た
保
険

料
で
退
職
世
代
の
生
活
を
支
え
る

賦
課
方
式
。

③

賃
金
・
物
価
に
あ
わ
せ
た
年

金
額
改
訂
（
物
価
・
賃
金
ス
ラ
イ

ド
）。

④

保
険
料
率
の
上
限
を
固
定

（
18
・
3
％
）
し
、
支
え
手
の
減

少
・
受
け
手
の
増
加
を
反
映
し
て

年
金
額
を
調
整
（
マ
ク
ロ
経
済
ス

ラ
イ
ド
）。

年
金
制
度
の
将
来
像
に
関
す
る

議
論
は
自
由
闊
達
に
行
わ
れ
る
べ

き
で
す
が
、
実
際
に
上
記
の
枠
組

み
を
変
え
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

�
制
度
沿
革
を
踏
ま
え
て
財
源
調

達
を
含
む
制
度
の
全
体
像
を
作
る

こ
と
�、�
多
様
な
履
歴
と
権
利
を

持
つ
膨
大
な
数
の
加
入
者
・
受
給

者
の
合
意
を
得
る
こ
と
�、�
旧
制

度
か
ら
新
制
度
に
誤
り
な
く
移
行

す
る
実
務
�
が
必
要
で
す
。
財
政

検
証
結
果
も
活
用
し
て
、
孫
や
ひ

孫
に
も
意
味
の
あ
る
年
金
制
度
を

残
せ
る
よ
う
、
現
行
制
度
の
改
善

・
手
直
し
を
積
み
重
ね
る
要
求
運

動
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

介
護
保
険

介
護
保
険
は
か
つ
て
家
族
の
負

担
で
担
わ
れ
て
き
た
介
護
を
、
社

会
全
体
で
支
え
る
も
の
に
転
換
さ

せ
る
べ
く
2
0
0
0
年
に
発
足
し

ま
し
た
。
制
度
を
実
情
に
合
わ
せ

る
た
め
三
年
に
一
度
事
業
計
画
と

報
酬
改
定
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。

現
在
は
21
年
か
ら
始
ま
る
第
8
期

に
向
け
て
検
討
が
進
め
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
前
段
で
、
20
年
春
の
国

会
に
制
度
改
定
の
法
案
提
出
が
予

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

年
金
保
険
に
比
べ
る
と
制
度
の

時
間
軸
が
比
較
的
短
い
う
え
、
急

増
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
ま
だ
限

ら
れ
た
利
用
者
数
で
あ
る
た
め
、

制
度
発
足
の
理
念
を
危
う
く
す
る

粗
野
な
改
悪
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
は
、
①
3
年

前
に
強
行
し
た
�
要
支
援
�
に
続

い
て
�
要
介
護
1
・
2
�
も
介
護

保
険
給
付
か
ら
外
し
て
�
自
治
体

の
総
合
事
業
�
に
移
す
、
②
サ
ー

ビ
ス
利
用
時
の
自
己
負
担
割
合
を

基
準
1
割
か
ら
2
割
に
引
き
上
げ

る
、
な
ど
沢
山
の
改
悪
項
目
が
提

起
さ
れ
て
い
ま
す
。
介
護
は
医
療

と
異
な
り
一
旦
利
用
が
始
ま
る
と

長
期
に
わ
た
る
こ
と
が
普
通
で

す
、
そ
の
自
己
負
担
基
準
が
倍
に

な
れ
ば
利
用
を
諦
め
る
人
を
沢
山

作
り
出
し
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
れ

ら
の
制
度
改
悪
に
反
対
し
ま
す
。

同
時
に
「
医
療
と
介
護
が
連
携

し
た
、
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
た

め
の
切
れ
目
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
＝

地
域
包
括
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

の
整
備
・
普
及
や「
介
護
人
材
の
処

遇
改
善
」な
ど
、制
度
の
原
点
に
立

っ
た
充
実
・
改
善
を
求
め
ま
す
。

医
療
保
険
＝

皆
保
険
堅
持

我
が
国
で
は
、
医
療
に
つ
い
て

国
民
皆
保
険
を
実
現
し
て
き
ま
し

た
。
医
療
を
自
由
市
場
に
投
げ
込

み
、
儲
け
仕
事
の
商
品
に
せ
よ
と

い
う
主
張
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
国
々
で
は
所
得

の
低
い
人
が
医
療
か
ら
排
除
さ
れ

る
悲
劇
が
深
刻
で
す
。
皆
保
険
は

我
が
国
の
譲
れ
な
い
制
度
で
す
。

昨
秋
、
あ
る
ラ
ジ
オ
の
早
朝
番

組
で
健
康
保
険
組
合
連
合
会
の
総

務
理
事
が
「
皆
保
険
維
持
」
を
力

説
し
つ
つ
、「
だ
か
ら
後
期
高
齢

者
医
療
で
は
自
己
負
担
割
合
を
2

割
に
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
」

と
発
言
し
て
い
ま
し
た
。
い
く
ら

財
界
の
代
弁
と
は
い
え
、
高
齢
者

医
療
が
皆
保
険
を
壊
す
と
い
う
言

い
が
か
り
は
許
せ
ま
せ
ん
。
75
歳

超
の
人
は
平
均
し
て
74
歳
以
下
の

人
の
4
倍
の
医
療
費
が
か
か
っ
て

い
ま
す
。
個
人
差
は
あ
り
ま
す
が

加
齢
と
は
そ
う
し
た
も
の
で
す
。

だ
か
ら
こ
そ
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
が
発
足
し
た
と
き
自
己
負
担

は
基
準
1
割
（
現
役
並
み
所
得
の

あ
る
者
は
3
割
）
と
さ
れ
ま
し

た
。
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
2
割
負

担
に
さ
れ
れ
ば
、
所
得
の
低
い
人

は
医
者
に
か
か
る
の
を
諦
め
る
し

か
な
く
な
り
、
そ
れ
こ
そ
皆
保
険

の
崩
壊
で
す
。

医
療
保
険
に
つ
い
て
は
20
年
に

診
療
報
酬
改
定
と
制
度
改
定
の
方

向
決
定
、
21
年
国
会
に
関
係
法
案

提
出
と
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

す
で
に
高
齢
者
医
療
で
は
猛
烈
な

負
担
増
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
始
ま
っ

て
い
ま
す
。
財
界
と
政
権
に
よ
る

横
暴
な
医
療
保
険
改
悪
は
許
せ
ま

せ
ん
。

2
0
2
0
年
の
年
明
け
を
迎
え

た
。
今
年
は
都
知
事
選
や
、
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
終
了
後
の
解
散
総
選
挙

な
ど
も
さ
さ
や
か
れ
て
お
り
、
日

本
の
将
来
に
と
っ
て
大
き
な
分
岐

点
と
な
り
そ
う
だ
。

2
0
1
5
年
の
「
安
全
保
障
関

連
法
」
の
強
行
採
決
か
ら
4
年
以

上
が
経
過
し
た
。
こ
の
強
行
採
決

の
持
つ
意
味
は
、単
に「
集
団
的
自

衛
権
」
の
行
使
が
可
能
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

最
大
の
問
題
は
、
こ
の
法
律
そ
の

も
の
が
、
憲
法
に
違
反
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

2
0
1
3
年
8
月
8
日
の
閣
議

で
、
内
閣
法
制
局
の
山
本
長
官
を

退
任
さ
せ
、「
集
団
的
自
衛
権
」行

使
容
認
派
の
小
松
一
郎
駐
仏
大
使

を
長
官
に
据
え
た
人
事
は
象
徴
的

だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
安
倍

政
権
は
、
内
閣
法
制
局
が
一
貫
し

て
堅
持
し
て
き
た
「
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
な

い
」
と
い
う
憲
法
解
釈
を
強
引
に

く
つ
が
え
さ
せ
た
。

こ
の
間
の
森
友
・
加
計
学
園
問

題
、
さ
ら
に
は
「
桜
を
見
る
会
」

な
ど
、
安
倍
首
相
に
よ
る
政
治
の

私
物
化
は
、
こ
の
人
事
権
を
駆
使

し
た
「
解
釈
改
憲
」
と
表
裏
一
体

で
あ
る
。
憲
法
や
法
律
、
そ
し
て

国
会
を
無
視
し
、
恣
意
的
に
政
策

を
決
定
す
る
、
安
倍
政
権
に
よ
る

「
行
政
独
裁
」
化
が
進
ん
で
い

る
。
事
態
は
深
刻
で
あ
る
。

昨
年
の
11
月
7
日
、「
安
保
法

制
違
憲
訴
訟
」
の
判
決
が
出
さ
れ

た
。
東
京
地
裁
は
憲
法
判
断
を
一

切
せ
ず
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し

て
い
る
。
判
決
で
は
「（
原
告
ら

の
）精
神
的
苦
痛
は
、
…（
中
略
）

…
公
憤
な
い
し
義
憤
」で
あ
り「
社

会
通
念
上
受
忍
す
べ
き
限
度
を
超

え
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。」
と

し
て
国
家
賠
償
請
求
を
棄
却
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
訴
訟
の
本
質

は
、大
多
数
の
憲
法
学
者
か
ら「
違

憲
」「
違
憲
の
疑
い
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
「
安
全
保
障
関
連
法
」

に
対
す
る
憲
法
判
断
だ
っ
た
は
ず

だ
。
司
法
の
責
任
放
棄
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
判
決
で
あ
り
、
本
来

司
法
が
果
た
す
べ
き
「
行
政
独

裁
」
に
対
す
る
歯
止
め
は
、
ま
た

し
て
も
か
か
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
な
か
、
昨
年
の
臨

時
国
会
に
お
い
て
、
衆
議
院
憲
法

審
査
会
が
約
2
年
ぶ
り
に
開
か
れ

た
。
自
民
党
は
継
続
審
議
と
な
っ

て
い
る
改
憲
手
続
き
を
定
め
る
国

民
投
票
法
の
改
正
案
を
早
期
に
成

立
さ
せ
、
9
条
へ
の
自
衛
隊
明
記

な
ど
党
で
ま
と
め
た
4
項
目
の
改

憲
案
の
国
会
へ
の
提
示
を
お
こ
な

う
構
え
を
見
せ
て
い
る
。

最
大
の
焦
点
の
「
自
衛
隊
の
明

記
」に
つ
い
て
、
安
倍
首
相
は「
自

衛
隊
の
任
務
・
権
限
は
変
わ
ら
な

い
」と
強
弁
し
て
い
る
。確
か
に
、

現
行
憲
法
を
無
視
し
「
行
政
独

裁
」
を
続
け
る
安
倍
政
権
に
と
っ

て
は
「
何
も
変
わ
ら
な
い
」
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
識
者
の

指
摘
す
る
通
り
、「
自
衛
隊
」
を

憲
法
に
書
き
込
め
ば
、
交
戦
権
を

禁
じ
た
9
条
の
2
項
の
「
戦
力
不

保
持
」
の
規
定
は
「
上
書
き
」
に

よ
っ
て
死
文
化
す
る
。
し
か
も
、

合
憲
化
さ
れ
る
自
衛
隊
は
、「
安

全
保
障
関
連
法
」
に
よ
っ
て
「
集

団
的
自
衛
権
」
の
行
使
や
、
他
国

軍
へ
の
「
後
方
支
援
」
の
権
限
な

ど
を
付
与
さ
れ
た
自
衛
隊
で
あ
っ

て
、
す
で
に
「
専
守
防
衛
の
自
衛

隊
の
合
憲
化
」
で
は
な
い
の
だ
。

す
で
に
か
つ
て
の
「
専
守
防

衛
」
の
枠
か
ら
逸
脱
す
る
「
防
衛

力
」
が
装
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
海

上
自
衛
隊
の
護
衛
艦
「
い
ず
も
」

の
事
実
上
の
空
母
へ
の
改
修
、
ま

た
、
調
査
と
称
す
る
自
衛
隊
の
中

東
地
域
へ
の
派
遣
な
ど
、
な
し
崩

し
的
に
事
態
は
進
行
し
て
い
る
。

こ
の
う
え
、「
安
倍
改
憲
」
ま
で

強
行
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
2
0
2

0
年
は
、
後
世
か
ら
、
日
本
が
再

び
戦
争
に
突
き
進
ん
で
い
く
「
ポ

イ
ン
ト
・
オ
ブ
・
ノ
ー
リ
タ
ー

ン
」
の
年
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら

れ
か
ね
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
今
年
は
正
念
場

の
年
で
あ
る
。
平
和
を
希
求
し
、

立
憲
主
義
を
回
復
し
た
日
本
か
、

そ
れ
と
も
、「
行
政
独
裁
」
の
中

で
、
民
主
主
義
が
失
わ
れ
、
再
び

戦
争
に
突
き
進
む
日
本
か
、
こ
の

分
岐
点
で
あ
る
。
平
和
フ
ォ
ー
ラ

ム
は
、「
戦
争
さ
せ
な
い
・
9
条

壊
す
な
！
総
が
か
り
行
動
実
行
委

員
会
」
な
ど
、
平
和
を
希
求
す
る

広
範
な
勢
力
と
と
も
に
、
な
ん
と

し
て
も
「
安
倍
改
憲
」
を
阻
止
す

る
と
と
も
に
、
総
選
挙
に
お
け
る

野
党
勢
力
の
勝
利
を
視
野
に
入
れ

つ
つ
、「
立
憲
主
義
」
を
回
復
す

る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
。

2
0
2
0
年
は
正
念
場
の
年
。

「
安
倍
改
憲
」
を
阻
止
し
「
立
憲
主
義
」
を
回
復
し
よ
う
！

フ
ォ
ー
ラ
ム
平
和
・
人
権
・
環
境
（
平
和
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
副
事
務
局
長

竹
内
広
人

●http://www.jichiro.gr.jp/・・・・2020年1月5日 ［旬刊（1の日発行）・1954年4月17日第三種郵便物認可］号外（３）



＊1手術保険金はケガによるもので、入院中以外（外来）は入院保険金日額の5倍、入院中は入院保険金日額の10倍となります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象とならない場
合があります。

※上記掛金には、制度運営費（1年あたりＡ1タイプ1,440円、Ａ2タイプ1,170円、Ｂ1・Ｂ2タイプ2,880円）が含まれています。詳細は自治退共済会までお問い合わせください。

生涯の支えとして　　   にしっかり備える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （ケガの補償）

年齢制限なし！ケガ

補償も選べる 70歳まで補償！がんオプションで

安心総合共済（団体総合生活保険）

全日本自治体退職者会共済会会員の皆様へ

自治退が
おすすめする
保険制度

屋内のケガ

日本国内外 を問わず、
住宅外において携行している被保険者所有の

家財 に  偶然な事故で損害が生じた 場合が
対象となります。

日本国内外 を問わず、日常生活における法律上の
損害賠償事故  が対象となります。
●国内事故の補償限度額は無制限！
●示談交渉サービス付帯

●地震、噴火またはこれらによる津波によるケガは
天災危険補償特約付帯で補償します。

日本国内外  を問わず、日常生活における
急激かつ偶然な外来の事故により  ケガ  をされた場合の
死亡・入院・手術・通院が対象となります。

入院・通院を1日目から補償！

3つの充実の補償！基本補償

❶傷害事故 ※病気は対象になりません。
1日だけの

通院も支払われます！

自転車走行中に他人に当たり
誤ってケガをさせてしまった。

1事故につき限度額  国内：無制限 国外：1億円！
❷賠償事故（個人賠償責任） 同居の親族の事故も補償!

ゴルフプレー中に
木にぶつけてクラブが折れた。

限度額50万円！

❸携行品損害

別途保険料が必要です。オプション

ホールインワン祝賀会を開催した。

ホールインワン・アルバトロス費用

限度額20万円！

がんと診断された。

健康状態の告知が必要です。

がん補償

※がん診断一時金支払後の再発・転移や、新たながんが生じたときでも、それまでのお支払回数
にかかわらずお支払いします。詳細はパンフレット等をご確認ください。
※支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を含めて１年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。

ご加入後初めてがんと診断確定  されたときに、
がん診断一時金（100万円）  をお支払いします。
「上皮内新生物」や「白血病」も補償対象になります。

本人年齢で
満70歳まで補償!

HOSPITAL

ホールインワンまたはアルバトロス  を達成したとき、
それを記念してのパーティー開催や、記念品の

贈呈等にかかる  費用 をお支払いします。

「日頃の悩み」から「もしも」のときまでフリーダイヤルでお応えします。
詳細はパンフレット等をご確認ください。付帯サービス

■予約制専門医相談■医療機関案内■緊急医療相談

■電話介護相談　■各種サービス優待紹介＊2
■インターネット介護情報サービス

メディカルアシスト

デイリーサポート

介護アシスト

2019年9月作成　19-T03039

お問合せ（取扱代理店）

株式会社 自治労サービス  担当者：加藤・鍼田
〒102-0085  東京都千代田区六番町1  自治労会館
TEL.03（3239）5880  FAX.03（5213）5485  受付：平日9：00～17：00

引受保険会社

東京海上日動火災保険株式会社  担当課：広域法人部 団体・協同組織室  担当者：小松崎・中西
〒102-8014  東京都千代田区三番町6-4
TEL.03（3515）4151  受付：平日9：00～17：00

※詳しくはパンフレットを参照してください。

このチラシは安心総合共済（団体総合生活保険）の概要についてご紹介したものです。ご加入
にあたっては、必ず「重要事項説明」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、
代理店までお問い合わせください。

※がん補償は、初年度契約において90日間の待機期間（保険金をお支払
いしない期間）が設けられ、初年度割引（25％）が適用されています。

オプションを追加される方は、下記保険料が追加されます。

基本補償の契約タイプに関わらず、本人型・夫婦型いずれかのタイプを選べます。

オプション

年間保険料

契約タイプ
本人型

ゴルフをする方が
本人のみの場合

夫婦型
ゴルフをする方が

本人+本人の配偶者の場合

保
険
金
額

●ホールインワン・アルバトロス費用　　ゴルフをする方が対象！

本人 20万円 本人 20万円
配偶者 20万円

ホールインワン・
アルバトロス費用

契約タイプ 本人型
本人のみ

夫婦型
本人+本人の配偶者

保
険
金
額

●がん補償

本人 100万円 本人 100万円
配偶者 100万円

がん診断
一時金

2,130円 3,170円

年間保険料
23,670円 47,340円被保険者本人年齢が

60～64歳（初年度）の場合※

契約タイプ
Aタイプ   本人型（本人のみ） Bタイプ   夫婦型（本人+本人の配偶者）

A1タイプ
無 有 無 有傷害天災補償

A2タイプ B1タイプ B2タイプ

保
　
険
　
金
　
額

本
　
人

死亡保険金

入院保険金日額

手術保険金＊1

通院保険金日額

3,500円

2,000円

4,000円

2,500円

配
偶
者

入院保険金日額

死亡保険金

4,000円

2,500円

2,500円

4,000円
手術保険金＊1

通院保険金日額

250万円250万円

250万円

3,500円

2,000円

3,500円

2,000円

賠償事故（個人賠償責任）
1事故限度額

携行品損害
お支払い限度額

国内 無制限、    国外 1億円 （免責金額0円）

国内外   すべてのタイプ 50万円 （免責金額（自己負担額）1事故につき5,000円）

3.5万円 ・ 1.75万円
（入院中以外）（入院中）

4万円   ・  2万円
（入院中以外）（入院中）

3.5万円 ・ 1.75万円
（入院中以外）（入院中）

4万円   ・  2万円
（入院中以外）（入院中）

3.5万円 ・ 1.75万円
（入院中以外）（入院中）

4万円   ・  2万円
（入院中以外）（入院中）

傷
害
事
故

まず本人型・夫婦型からお選びいただき傷害天災補償有・無を選択ください。
※天災危険補償保険料には損害率による割増率は適用されません。

基本補償

●掛金と保険金額

● 保 険 期 間 ●加入日と締切日

年間掛金（一時払） 14,520円 17,240円 29,900円24,180円

※国内事故のみ対象（訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合等を除きます。）

3月20日より加入は20２０年1月10日締切
今年度の最終締切は、8月14日となります。

2020年3月20日午後4時～
2021年3月20日午後4時

■法律・税務相談　■社会保険に関する相談
■暮らしの情報提供

下記表は年間の掛金です。中途加入についてはパンフレットを請求の上ご参照ください。

お電話にて各種医療に関するご相談に応じます。また、夜間の
救急医療機関や最寄りの医療機関をご案内します。

法律・税務・社会保険に関するお電話でのご相談や毎日の
暮らしに役立つ情報をご提供します。

お電話にてご高齢者の生活支援や介護に関するご相談に応じ、
優待条件でご利用いただける各種サービスをご紹介します。

＊1　実際の転院移送費用は、お客様にご負担いただきます。
＊2　本サービスは、パンフレット等の「サービスのご案内（ご注意ください）」に記載の「サービス対象者」に限りご利用いただけます。

■がん専用相談窓口 ■転院・患者移送手配＊1

※中途加入の保険期間、加入締切日、掛金は、パンフレットのＰ３、４をご覧ください。

加入は随時受付中

団体割引：25%
損害率による割増：29%

新規ご加入の場合、ご加入者の保険期間の初日よりその日を含めて90日（待機期間）を経過し
た日の翌日の午前0時より前にがんと診断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません。

・・・・2020年1月5日 ［旬刊（1の日発行）・1954年4月17日第三種郵便物認可］号外（４）


